
九州大学動物実験細則 

平成２６年度九大細則第１９号 

制  定：平成２７年 ３月２３日 

最終改正：令和 ３年１１月１７日 

（令和３年度九大細則第２２号） 

（趣旨） 

第１条 この細則は、九州大学動物実験規則（平成２６年度九大規則第１２９号。以下「規則」

という。）第３７条第１項の規定に基づき、規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（動物実験の審査手続） 

第２条 規則第１０条第１項及び第２項に規定する申請は、所定の様式により行うものとする。 

（実験実施結果の報告） 

第３条 規則第１０条第７項及び第８項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。 

（飼養保管施設又は実験室の設置等の手続き） 

第４条 規則第１３条第１項及び規則第１５条第１項に規定する申請は、所定の様式により行う

ものとする。 

２ 規則第１８条第１項に規定する届出は、所定の様式により行うものとする。 

（記録の保存及び報告） 

第５条 規則第２５条第２項及び第３項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。 

 （事故の措置等） 

第６条 規則第２９条第２項及び第３項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。 

（緊急時の対応） 

第７条 規則第３０条第４項に規定する報告は、所定の様式により行うものとする。 

（実験従事者の登録） 

第８条 規則第３２条第１項に規定する実験従事者の登録の申請は、所定の様式により行うもの

とする。 

２ 総長は、規則第３２条第２項の規定により実験従事者として登録された者に、所定の動物実

験従事者登録証を交付するものとする。 

（健康診断） 

第９条 規則第３３条第２項に規定する健康診断は、職員については国立大学法人九州大学職員

安全衛生管理規程（平成１６年度九大就規第２３号）第１２条第１項第２号に規定する一般定

期健康診断、学生については学生定期健康診断をもって、これに代えることができる。 

（自己点検・評価の報告） 

第１０条 規則第３４条第１項に規定する自己点検・評価は、所定の様式により行うものとする。 

２ 規則第３４条第２項及び第３項に規定する自己点検・評価の結果の報告は、所定の様式によ

り行うものとする。 

（雑則） 

第１１条 この細則は、動物実験委員会の議を経て、改正するものとする。 

   附 則 

 この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年度九大細則第７号） 

 この細則は、平成２８年１０月２４日から施行する。 

   附 則（平成２８年度九大細則第９号） 

 この細則は、平成２９年３月２３日から施行する。 

   附 則（令和３年度九大細則第２２号） 

 この細則は、令和３年１１月１７日から施行する。 

 


